
令和６年度 事業計画書

（自 令和６年４月 至 令和７年３月）

令和６年度は、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」による経過

措置の最終年度となります。

農地中間管理機構においては、各地域で策定される「地域計画」の達成に資する

ための「農用地利用集積等促進計画」の策定など、さらなる農用地の集積・集約化

に取り組むことが求められることとなります。

本協会では、こうした状況も踏まえつつ、農地中間管理機構への支援を通じて、

農用地の利用の効率化及び高度化に資するため、次の諸事業に取り組むこととしま

す。

なお、各種会議や研修会の開催に当たっては、その目的に応じて、オンライン方

式又は対面による開催等多様な方法により行うこととします。

１ 啓発普及活動

(1) 啓発普及資料の発行等

農地中間管理機構が行う事業について、リーフレット等の作成・配布、ホー

ムページ、新聞等の媒体、図書等の頒布、農業関連イベントの機会等を利用し

て、広く啓発普及を図ります。

また、「令和６年度版農地中間管理事業等関係法令集」及び「同関係通知集」

を編集・刊行します。

(2) 農地中間管理機構が行う事業の推進

農地中間管理機構が行う事業の円滑な実施に資するため、総会・理事会のほ

か下記の会議を開催します。また、必要に応じ事業推進の課題等に対応した情

報・意見交換の場を設けます。

① 機構担当部課長会議

② ブロック会議

(3) 連携支援事業の推進

① 農地中間管理機構が行う事業の円滑な実施に向けた関係団体間の情報の

共有化が図られるよう、市町村、農業委員会、土地改良区、ＪＡ等の関係

機関及び全国団体との連携を図ります。

② また、機構の職員及び現地相談員等を対象とした研修等を行います。



(4) 畜産による土地利用との連携

農地中間管理機構の機能を活用した飼料作物の生産増大や飼料自給率向上に

資する土地利用、放牧利用の事例の普及等に努めます。このため、全国公社営

畜産事業推進協議会との連携を図ります。

２ 調査研究及び情報提供

(1) 調査研究

① 農地流動化に関する調査・研究を実施するとともに、研究誌「土地と農業」

を作成・配布します。

② 農地中間管理機構が行う事業に関する実績の集計・分析等を行い、学識経

験者等の意見を聴くとともに情報発信をします。

(2) 情報提供活動

① 農地中間管理機構が行う事業に対する農業者等の理解が深まるよう、また、

事業の円滑な実施が図られるよう、ホームページに農地中間管理機構の活用

事例や円滑な事業実施に必要となる各種情報を掲載します。

② 最新の農地・農政等に関する法令、通知、情報、資料等を収録した定期刊

行物「農政資料」を編集・刊行します。

③ 農地中間管理機構の事務処理の円滑化に資するため、実務担当者及び有識

者を交えた検討を行い、その結果を取りまとめて提供します。

３ 相談活動

(1) 本協会に農地に関する相談窓口を設置し、農地相談等に対応する体制を引き

続き整備します。また、新・農業人フェア等のイベントに参加し、様々な相談

に対応します。

(2) 農地中間管理機構等からの電話、メール等による相談事案に対応します。ま

た、相談の内容・回答を「Ｑ＆Ａ」等としてとりまとめ、ホームページ（都道

府県機構専用）への掲載等により情報の共有化を進めます。

４ 研修事業

(1) 農地中間管理機構が実施する事業の推進に資するため、研修会等の充実に努

めます。

令和６年度は下記の研修会を行います。

① 新任の職員（コーディネーターを含む。）研修会

② 事業担当者研修会



③ コーディネーター研修会

④ 法務研修会

⑤ 経理研修会

(2) 農地中間管理機構等が開催する研修会等に役職員を派遣する等して、情報提

供等を行います。

５ 資金供給、助成及び債務の保証

(1) 借入資金による担い手支援資金の供給と管理

農地中間管理機構が規模縮小農家等の農地を買い入れて、認定農業者等へ売

渡しを行うのに必要な資金、農地の簡易な整備等を行うのに必要な資金、所有

者不明農地等を借り入れる際に必要な資金を供給するための資金借入につい

て、金融機関からの安定的調達に努めます。

また、資金の調達に当たっては、長期借入資金の導入に努めるとともに、資

金の管理及び金融機関への返済等について適切な対応に努めます。

(2) 基金資金の管理

新規貸付を終了した基金資金による旧担い手支援資金等について、適正な管

理に努めます。

(3) 助成事業及び債務の保証

農地中間管理機構の農地の債権債務等に係る問題について、弁護士や公認会

計士等の専門家に相談等を行うための費用の一部を助成する相談支援助成事業

及び債務保証事業について、円滑な実施に努めます。

６ 関係機関・団体との連携

農地中間管理機構が実施する事業を支援するため、関係機関・団体と連携した

諸活動の取組みを行います。

（公益目的事業）

農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化等による農用地

の利用の効率化及び高度化に資する啓発普及と調査研究等を行い、もって国土

の利用と整備・保全並びに地域社会の発展に寄与する事業


